
 

 

                                                   
                 

                                     R6.3改訂版   

                                

工事の適正な施工について                   

 

 今回受注された工事の施工に当たっては、建設業法をはじめ関係法令、元請・下請関係の合理化に関

する諸通達はもとより、長崎市契約規則、長崎市上下水道契約規程及び契約約款等を厳守し、特に下記

事項に十分注意してください。 

 なお、これらの関係法令等に違反した場合は、これらの規定により処罰されることはもちろん、発注

者の立場から指名停止等の措置をとることがありますので、念のため申し添えます。  

                      

Ⅰ．契約締結から代金支払までについて 

１ 工事請負契約書について 

 契約締結した契約書は電子契約システムでご覧いただけます。 

 

２ 前払金の請求手続きについて 

請求される場合は、請求書に西日本建設業保証㈱の前払金保証にかかる保証証券（電子保証の場

合は、「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」）を添えて請求してください。 

請求があった日から14日以内に支払います。 

なお、前払金は、契約金額の40％以内です。 

  （例）工事の契約金額 8,000万円の場合の前払金は、 

     8,000万円×40％＝ 3,200万円以内となります。 

   ※複数年度にまたがる工事については、公告記載の年度支払区分のとおりです。請求可能な金額

については事前にお尋ねください。 

 余裕期間を設定した工事は工期の始期以降に請求できます。 

 また、単価契約の場合は前払金の請求はできません。  

 

３ 中間前払金の請求手続きについて 

⑴ 請求される場合は、監督職員に連絡のうえ、市所定の認定請求書及び工事履行報告書（中間前

金払用）を契約検査課窓口へ提出し、審査を受けてください。 

⑵ 審査後、認定調書を交付しますので、認定調書を添えて西日本建設業保証㈱に保証の申込みを

行ってください。 

⑶ 保証証書（電子保証の場合は、「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」）及び認定書(写)

を添えて中間前払金を請求してください。請求があった日から 14日以内に支払います。 

なお、中間前払金は、契約金額の20％以内です。(単年度工事の場合。) 

（例）工事の契約金額 8,000万円の場合の中間前払金は、 

       8,000万円×20％＝ 1,600万円以内となります。 

⑷ 単価契約の場合は中間前払金の請求はできません。  

    

４ 部分払の請求手続きについて 

  ⑴ 請求される場合は、市所定の既済部分検査申込書 (部分引渡しがある場合は、指定部分完成通 

知書)を提出し、確認検査を受けてください。 

  ⑵ 検査終了後、契約検査課から連絡があった後、速やかに請求書を提出してください。  

 ⑶ 請求があった日から14日以内に支払います。 



 

 

 ⑷ 単価契約の場合は部分払いの請求はできません。 

  

５ 火災保険等の締結について 

   契約書第59条の規定に基づき、損害保険の契約を締結してください。  

   なお、保険金額は契約金額以上、保険期間は工期＋ 13日（検査期間）以上としてください。 

 

 

６ 工事完成後の手続きについて 

  ⑴ 提出書類 

    ア．工事完成通知書  １部      

  イ．工事完成図書   別途、仕様書等で指示 

⑵ 検査及び立会い 

  工事完成通知書を受理した日から 14日以内（初日算入）に工事完成確認のために検査を実施しま

す。 

   その際、受注者又はその代理人及び主任技術者(監理技術者)は必ず検査に立会ってください。 

 ⑶ 目的物の引渡し 

 工事の完成を確認後、工事完成確認書を交付します。その確認書の通知日をもって目的物の引

渡しの受領日とし、同時に所有権も市に帰属することになります。  

⑷ 請求書等の提出及び代金支払い 

   工事完成確認書の受領と同時に請求書（契約保証金を現金で納めた場合は、案件名の後に(契約

保証金還付）と記載した請求書を別途）を提出してください。 

請求があった日から14日以内に支払います。 



 

 

 

Ⅱ．工事施工上の留意事項について 

 １ 労働災害防止について 

 労働災害を防止することは、工事を実施する受注者の責務である。人命尊重・労働者保護の観

点から安全確保に関する責任の重要性の再認識と自主的労働災害防止活動の推進はもとより、次

のことについて特段の配慮を行うこと。 

⑴ 設計条件・現場の状況等を踏まえて、工事の計画段階において十分に安全性の検討を行うこ

と。 

⑵ 必要な技術者を配置し、工事の技術管理の徹底を行うこと。  

⑶ 同一現場で複数の業者が作業を行う場合、安全衛生に関するそれぞれの業者の責任範囲を明

確化し、責任体制の確立を図ること。 

⑷ 労働者の健康保持・労働災害防止の観点から適正な労働時間・休日の確保を配慮するなど工

程の適正化を図ること。 

⑸ 工事現場のみならず、資機材・排土等の運搬あるいは土捨場・資材置場等における安全管理

にも配慮すること。 

⑹ 災害が発生したときは、被災者の救護及び二次災害の発生防止に努め、現場の保全を図ると

ともに、速やかに市・労働基準監督署及び所轄警察署に連絡をして適切な指導を受けること。 

   

 ２ 主任技術者又は監理技術者等の配置及び施工計画書の常備について 

⑴  建設業法第26条第３項の規定（工事１件の請負代金額が  4,000万円以上、建築一式工事にあ

っては 8,000万円以上）により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任

技術者、又は専任の監理技術者等については、適切な資格・技術力等を有する者（工事現場に

常駐して専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限

る。）を配置すること。 

⑵  施工計画書を現場に携帯し、記載内容と施工方法等が一致しているか確認すること。  

 

 ３ 下請関係について 

  ⑴ 一括下請の禁止等について 

   ア．工事を一括して他人に請負わせないこと。 

   イ．不必要な重層下請をさせないよう下請負人を指導すること。 

 

  ⑵ 下請負人の選定について 

   ア. 受注者は下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を建設業の許可を受けている者か

ら選定すること（建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を除く。）。 

選定にあたっては、原則として「市内に主たる営業所」を有する者の中から選定すること

とし、それができない場合は「市内に従たる営業所」を有する者の中から選定することと

し、さらにそれができない場合は「県内に営業所」を有する者の中から選定しなければな

らない。 

なお、①施工能力②雇用管理及び労働安全管理の状況③労働福祉の状況④下請との取引の

状況等を総合的に勘案して優良な者を選定すること。 

イ．受注者は、請負金額が500万円以上になる工事において、長崎県外の下請負人を使用する場合、その理

由を付した書面((様式-3 長崎市内業者・資材等の活用用)長崎県内下請企業を使用しない理由書)及

び説明資料を事前に監督職員に提出し、その理由について承諾を得なければならない。 

ウ．指名停止中の業者を下請負人として使用しないこと。 



 

 

エ．暴力団関係業者を下請負人として使用しないこと。 

オ.全ての一次下請業者は、社会保険等に加入している業者(加入義務がない者を除く。)を選定するこ

と。ただし、社会保険等に未加入の業者と下請け契約を締結しなければ工事の施工が困難となる

場合や特別な事情(災害復旧工事等の緊急性が求められる場合等)により社会保険等に未加入の業

者を一次下請業者として選定する必要がある場合は、事前に監督職員に申し出ること。この場合

において、受注者は、本市の指定する期間内に、当該社会保険等未加入業者が社会保険等の届出

をし、当該事実を確認することのできる書類を本市に提出しなければならない。 

 

「市内に主たる営業所」を有する者とは 

      市内に建設業法の主たる営業所を有する者 

「市内に従たる営業所」を有する者とは 

  市内に建設業法の営業所(支店及び営業所等)を有しており、本市との入札・契約締結 

権限を委任されている者 

「県内に営業所」を有する者とは  

   県内に建設業法の営業所(本店、支店及び営業所等)を有する者 

 

  ⑶ 下請負契約関係の明確化について 

   ア．元請及び下請は、工事の開始に先立って、昭和 52年４月26日中央建設業審議会が勧告した建

設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を

締結すること。 

   イ．元請負人の地位を不当に利用して、原価に満たない請負代金額で下請契約を締結しない等、

公正な下請契約を締結すること。 

   ウ．下請契約については、施工実態が伴わない請負契約等の不適切な形態の契約を締結してはな

らないこと。 

   また、契約の締結にあたっては当事者間の権利義務関係を契約内容として明確にすること。 

 

  ⑷ 下請代金の支払い等について 

本市は、建設業が本市の重要な基幹産業であり、地場産業に大きなウェイトを占めていることから、そ

の保護・育成のため請負代金の支払いについて、支払いまでの期間を 40 日以内から 25日以内に短縮し、

また、前金払に加え中間前金払制度を創設し、請負業者が資金需要に窮することのないように努めてき

たところである。 

また、建設業法には、元請負人は、出来高払又は完成払の支払いを受けたときは、当該支払いの対象と

なった建設工事を施工した下請負人に対して、当該支払いを受けた日から 1 か月以内で、かつ、できる

限り短い期間内に支払わなければならないと規定されている。 

ついては、これらの趣旨を踏まえ、下請負人が倒産等につながるような資金ショートに陥る

ことのないように、また本市の建設業全体の健全な発展のため、次のとおり下請負人への更な

る配慮をすること。 

   ア．元請負人が前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対しても、資材の購入・労働者の募

集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。特に、

契約金額(税込)50万円以上となる工事においては、本市から現金で前金払を行うので、企業の

規模にかかわらず下請負人に対して相応する額を、現金で前金払するよう十分配慮すること。 

   イ．下請代金の支払いは、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、

当該支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現

金払とすること。また、中小零細な資材製造業者に対する資材代金の支払いに当たっても、資

材の製造原価に占める直接労務費の比率を勘案して、同様の配慮を行うこと。 

   ウ．元請負人は、下請代金の支払いのため に振り出す手形の期間を 60 日以内とし、さらに経



 

 

営環境の好転に即応しつつ短縮するよう努力すること。また、一般の金融機関による割引を受

けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。   

   エ．元請負人は、下請負人が倒産・資金繰りの悪化等により、再下請負人・労働者等の関係者に

対し、請負代金・賃金の不払等不測の損害を与えることのないよう十分指導すること。 

   オ．下請契約に基づく支払代金について、未払問題が生じた場合、速やかに適正な措置を講じ、

責任をもってその解決に努めること。 

  ⑸ 下請工事の検査及び引渡しについて 

  下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、原則として当該通知

を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を

完了し、引渡しを受けること。(建設業法第24条の4) 

 

４ 施工における資材等について 

⑴ 建設資材等の使用について 

 受注者は、工事に使用する資材等については、地場産業の活性化を図るため、原則として、市

内生産品を使用することとし、それができない場合は県内生産品を使用しなければならない。 

  ⑵ 県内生産品以外の使用について 

   受注者は、請負代金が500万円以上になる工事において、県内生産品以外を使用する場合、その

理由を付した書面((様式-2長崎市内業者・資材等の活用用)県内生産品を使用しない理由書 )及び

説明資料を事前に監督職員に提出し、その理由について承諾を得なければならない。 

  ⑶ 建設資材等の調達について 

受注者は、工事に使用する資材等については、長崎市内に本店を有する者の中から調達するよう

努めることとし、それができない場合は県内に本店を有する者の中から調達するよう努めなけれ

ばならない。 

 

  市内生産品とは 

  ①長崎市内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。  

   「材料が市外製品であっても、市内の工場で製造・加工したもの（二次製品）であれば、市内生

産品として取り扱う」 

  ②長崎市建設工事共通仕様書、公共建設工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備

工事編）その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。  

   

県内生産品とは 

 ①長崎県内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。  

   「材料が県外製品であっても、県内の工場で製造・加工したもの（二次製品）であれば、県内生

産品として取り扱う」 

  ②長崎市建設工事共通仕様書、公共建設工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備

工事編）その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。  

 

 

  ⑷ 施工における運搬業務の委託について 

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (昭和42年法律第13

1号)」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の

使用を促進すること。 

   

５ 建設業退職金共済について 

  ⑴ 受注者は自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の退職金



 

 

共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

⑵ 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明すること。また、

下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交

付し当該労働者の共済手帳に貼付するよう指導すること。 

⑶ 受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書 (以下「収納書」という)を契約締結後1か月以内（電

子申請方式による場合にあたっては、契約締結後原則 40日以内）に発注者に提出すること。な

お、受注者及び下請業者に独自の退職金制度があるため、収納書を提出しない場合はその旨を、

工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の

理由により、1か月以内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合はその理由及び

共済証紙の購入予定時期を契約締結時に提出する建退共対象者に係る報告書に記載すること。 

⑷ 受注者は請負代金額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入したときは、当該

共済証紙に係る収納書を建退共対象者に係る報告書とともに工事完成時までに提出すること。

なお、既に購入済みの証紙で足りている等の理由により追加購入しなかったときはその理由を

建退共対象者に係る報告書に記載して提出すること。 

⑸ 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係

資料の提出を求めることがあること。 

  ⑹ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を建設業退職金共済事業本部長崎支部（長

崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館3階）で受領し現場に掲示すること。 

 

 ６ 建設工事等からの暴力団排除について 

  受注者は、本工事に関し暴力団や暴力団関係者から不当要求を受けた場合（下請負人が受けた場

合を含む）は、断固としてこれを拒否し、速やかに警察に届け出るとともに、不当要求報告書によ

り本市(本工事の監督職員)へも必ず報告すること。 

 なお、不当要求を受けたにもかかわらず、当該届出や報告を怠った場合は、「長崎市各種契約等

における暴力団等の排除措置に関する要綱」及び「長崎市上下水道局各種契約等における暴力団等

の排除措置に関する要綱」に基づき指名停止措置の対象となるので十分注意すること。 

  

７ 公害等の防止について 

  ⑴ 工事の施工中における騒音・風塵等の公害防止または交通対策に努め、とくに地域住民の生活

に影響を及ぼす事項については、地域住民・関係先との協議を密にし、もし、施工途中におけ

る苦情等がよせられた場合は、速やかに誠意をもって対処すること。 

  ⑵ 工事現場における空き缶等（空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻、資材等）の散乱の防止

のため、美化に努めること。 

 

 ８ 共同企業体による施工について 

  ⑴ 共同企業体は、構成員相互の信頼と協調を前提として、共同の責任により施工され運営されな

ければならないこと。 

  ⑵ 一部の構成員がなんら施工に関与しない、いわゆる「ペーパージョイント」的なものとなって

はならないこと。 

  ⑶ 工事の施工に先立って、構成員間での協定に基づき、必ず構成員の代表者からなる運営委員会

を設け、共同企業体の運営に関する基本的事項（賃金・人員・機材等の拠出配分など）あるい

は工事の施工に必要な措置（工程の決定・調整・下請負人の選定など）は、全構成員の意見を

反映して運営委員会で協議決定すること。 


